
民生委員法第15条では「民生委員は、その職務を遂行するに当たっ
ては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、
性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をす
ることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わな
ければならない」と定めています。 
住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。 



社会奉仕の精神をもって住民の立場に立って相談に応じ

たり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活がで

きるように支援を行うことによって、誰もが安心して暮らす

ことのできる地域社会づくりをめざします。 

活動の基本は7つのはたらきにあります。 

① 社会調査のはたらき 
　　生活の実態や福祉需要の把握に努めます。 

② 相談のはたらき 
　　生活上のさまざまな相談に応じます。　 

③ 情報提供のはたらき 
　　介護や福祉の制度・サービスの 

　　情報提供をします。 

④ 連絡通報のはたらき 
　　関係機関との間に立って連絡役を果たします。 

⑤ 調整のはたらき 

　　必要なサービスが受けられるよう調整・支援します。 

⑥ 生活支援のはたらき 

　　快適な生活ができるよう生活支援活動をします。 

⑦ 意見具申のはたらき 

　　生活上の問題点や改善策について 

　　関係機関に意見を提起します。 

 

 

民生委員・児童委員は、市区町村に設置された民生委員推

薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦されま

す。推薦会は、市区町村議会議員、民生委員・児童委員、社

会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーと

なります。都道府県知事は選ばれた人びとについて都道

府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いたの

ちに、厚生労働大臣に推薦を行い、厚生労働大臣が委嘱し

ます。 

民生委員・児童委員の全員が、市区町村内の小地域ごとに

設置された民生委員児童委員協議会に参加します。その

数は全国で約1万か所あります。各協議会には、互選によ

って選ばれた会長がいて、毎月1回定例会議を開いています。

地域の福祉問題の分析や担当している世帯への援助方法

の検討などを行い、日ごろの活動を推進するうえで大切な

場です。 

委員一人ひとりに担当する区域が定められています。大都

市では220～440世帯ごとに1人を基準に配置されます。

たとえば人口約1,200万人の東京都には、民生委員・児童

委員が1万100人余りいます。総数22万人を超える民生委

員・児童委員が日本全国のすべての地域にいます。 


